
 

シエルブルーの台風等による暴風警報発令時の対応 

 

 「愛知県西三河北西部」、「愛知県西部」、「愛知県全域」に暴風警報が発令又は解除

された場合の対応は、次のとおりとします。 

【暴風警報の発令時又は解除時の開館又は休館の対応】 

区分 対応 

午前８時以前に警報が解除された場合 通常どおり開館 

午前８時から正午までの間に警報が解除さ

れた場合 

解除の２時間後に開館（ただし、警報解

除後、施設を点検し、異常箇所があれば

休館） 

午前１０時以降に警報が発令された場合 休館（利用者の皆さんには、直ちに帰宅

していただきます） 

正午を過ぎて警報が発令されている場合 休館 

例１ 午前８時３０分警報解除の場合：午前１０時３０分開館 

例２ 午前１１時警報解除の場合：午後１時開館 

 

【その他の警報（大雨等）がこの地方に発令された場合】 

・暴風警報以外の警報（大雨洪水警報等）では原則として休みになりません。ただし、

特別警報の場合は、暴風警報と同じ対応になります。 

・暴風警報が発令されていなくても、まわりの状況から危険と判断される場合は利用

を見合わせてください。 

・暴風警報が発令されていなくても、皆様の危険が予測される場合には閉館すること

があります。 

・警報の発令は、各自で確認してください。シエルブルーからの連絡は行いません。 

  

 

 

 

警報解除時間 
午前 8時までに 

解除 

正午までに 

解除 

正午以降も 

継続 

対応について 通常通り開館 

解除時間の 2時間後に開館 

（ただし施設を点検し、異常

個所がある場合は休館） 

終日閉館 


